
税務システムの標準化に伴い、事業所税の納付書が変更します 

 令和 7年 8月 12 日から、総務省の定める全国共通の税務システムに移行され、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた様式が変更となり、事業所税の納

付書は、令和 8年 6月から変更となりましたので、申告書と一体型となった納付書をご使用ください。また、これまで発行した納付書についても、引き続きお使い

いただけます。本市が送付する納付書以外で独自に作成している場合は、お手数ですが、順次、標準化後の納付書に移行をお願いいたします。なお、標準化後の様

式は、市ホームページからもダウンロードできます。 

【変更日】 

令和８年６月１日（月）～ 

                  

【標準化前】                【標準化後】                   【変更箇所】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

詳しくは、市ホームページ＞くらしの情報＞手続＞税金＞法人市民税・事業所税＞事業所税に関するお知らせを参照してください。               

お問い合わせ先：市民税課事業所税担当 089-948-6301 
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税目 年度 ※　処　理　事　項 通　知　書　番　号

所在地・住所及び名称・氏名

０１６６０-５-９６０２３８ 松 山 市 会 計 管 理 者

口　　座　　番　　号 加　　　　入　　　　者　　　　氏　　　　名

松山市

市町村コード

愛媛県 事 業 所 税 領 収 済 通 知 書 公

申告区分の内容に変更があり、 

納付コードが付番されました。 

新旧納付書の識別のため、 

二線が加わりました。 

レイアウトの変更に伴い、金額 

記載欄の行数が変更されました。 

※その他の変更部分については下記お問い合わせ先まで 


